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7 2023（令和5年）

国　税／ 6月分源泉所得税の納付 7月10日
国　税／ 納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月

分）の納付 7月10日
国　税／ 所得税予定納税額の減額承認申請
 7月18日
国　税／ 所得税予定納税額第1期分の納付
 7月31日
国　税／ 5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告 7月31日
国　税／ 8月、11月、2月決算法人の消費税等の中

間申告（年3回の場合） 7月31日
地方税／ 固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

 市町村の条例で定める日
労　務／ 社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日
労　務／ 労働保険料（概算・確定）申告書の提出・

（全期・１期分）の納付 7月10日
労　務／ 障害者・高齢者雇用状況報告 7月18日
労　務／ 労働者死傷病報告（4月～6月分） 7月31日

　賃上げ促進税制では、対象となる「給与等」
について、会計上どのような科目で費用計上
するかは特に限定していません。事業主が職
場つみたてNISAを利用する従業員へ給付す
る奨励金を福利厚生費など給与以外で費用計
上していても、その奨励金は同税制の対象と
なる「給与等」に該当します。

ワンポイント 賃上げ促進税制とNISA奨励金

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

17日・海の日

日 月 火 水 木 金 土
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7 月号─2

　
頻
発
す
る
異
常
気
象
は
地
球
温
暖

化
が
引
き
起
こ
し
て
い
て
少
な
く
と

も
加
速
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
食
い
止
め
る

た
め
に
あ
ら
ゆ
る
企
業
に
と
っ
て
他

人
事
に
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
脱

炭
素
社
会
。
世
界
の
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ー

ン
で
は「
R
E
１
０
０
」と
い
う
ム
ー

ブ
メ
ン
ト
が
起
き
て
い
ま
す
。

　
R
E
１
０
０
と
は
一
体
ど
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

一
　「
R
E
１
０
０
」と
は

　
R
E
１
０
０
（
ア
ー
ル
イ
ー
１
０

０
）
と
は
、「Renew

able Energy 

１
０
０
％
」
の
略
で
事
業
に
使
用
さ

れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
１
０
０
％
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
調
達
す
る
こ
と

を
目
指
す
国
際
的
な
企
業
連
合
で

す
。こ
の
国
際
的
な
企
業
連
合
を「
国

際
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
２
０
１
４
年
イ
ギ
リ
ス

で
発
足
し
た
R
E
１
０
０
は
、
グ
ー

グ
ル
、
イ
ケ
ア
な
ど
世
界
中
の
名
だ

た
る
企
業
が
参
加
し
て
お
り
欧
米
企

業
だ
け
で
な
く
中
国
・
イ
ン
ド
と
い
っ

た
ア
ジ
ア
の
企
業
も
参
画
に
至
り
、

地
球
温
暖
化
・
気
候
変
動
の
危
機
感

は
世
界
共
通
の
認
識
と
し
て
企
業
活

動
か
ら
脱
炭
素
社
会
へ
の
移
行
を
実

現
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
識
の
表
れ
で

も
あ
り
ま
す
。

　
２
０
１
５
年
、
国
際
気
候
変
動
枠

組
条
約
「
C
O
P 

21
」
で
地
球
温
暖

化
防
止
の
た
め
に
「
パ
リ
協
定
」
が

採
択
さ
れ
長
期
目
標
と
し
て
世
界
の

平
均
気
温
の
上
昇
を
工
業
化
以
前
に

比
し
２
度
よ
り
低
く
抑
え
て
１
・
５

度
以
内
の
水
準
に
す
る
こ
と
が
掲
げ

ら
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
同
年
、
S
D
G
s
（
持
続
可

能
な
開
発
目
標
）
の
目
標
７
に
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
み
ん
な
に
そ
し
て
ク
リ
ー

ン
に
」、
目
標
13
に
は
「
気
候
変
動

に
具
体
的
な
対
策
を
」
が
あ
り
、

R
E
１
０
０
の
取
り
組
み
は
こ
れ

ら
と
連
動
し
て
い
ま
す
。

二
　「
R
E
１
０
０
」に
取
り
組
む

メ
リ
ッ
ト

１
　
電
力
調
達
コ
ス
ト
の
低
減
と
安

定
供
給

　
影
響
力
の
大
き
い
大
企
業
が
R
E

１
０
０
に
加
盟
し
、
そ
の
取
り
組
み

を
通
し
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
大
部
分

を
占
め
る
C
O
２
の
排
出
量
を
削
減

す
る
こ
と
は
地
球
温
暖
化
を
防
止
す

る
現
実
的
な
力
と
な
り
ま
す
。
大
企

業
が
率
先
し
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
調
達
の
必
要
性
を
発
信
す
る
こ

と
で
市
場
規
模
が
拡
大
し
調
達
コ
ス

ト
が
低
下
し
安
定
し
た
再
エ
ネ
（
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
供
給
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
経
済
産
業
省
の
試
算
で
は
、
２
０

３
０
年
時
点
の
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
あ
た

り
の
発
電
コ
ス
ト
は
事
業
用
の
太
陽

光
で
８
・
２
円
〜
11
・
８
円
に
な
る
と

発
表
し
て
お
り
、
化
石
燃
料
を
含
む

他
の
電
源
に
比
べ
て
最
も
コ
ス
ト
が

低
い
こ
と
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
　
投
資
家
へ
の
ア
ピ
ー
ル

　
近
年
、
投
資
家
は
環
境（Environ-

m
ent

）・
社
会
（Social

）・
企
業
統

治
（Governance

）
要
素
も
配
慮
し

て
い
る
企
業
を
重
視
す
る
い
わ
ゆ
る

E
S
G
投
資
を
大
幅
に
強
化
し
て
い

ま
す
。

　
C
O
２
排
出
量
の
少
な
い
企
業
は

企
業
価
値
が
大
き
く
、
R
E
１
０
０

に
加
盟
し
再
エ
ネ
１
０
０
％
調
達
に

コ
ミ
ッ
ト
す
る
企
業
姿
勢
を
示
す
こ

と
は
世
界
中
の
投
資
家
へ
の
ア
ピ
ー

ル
と
な
り
ま
す
。

　
R
E
１
０
０
に
加
盟
す
る
こ
と
は

企
業
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
繋
が
り
資

金
調
達
方
法
の
一
つ
と
な
る
の
で
す
。

３
　
化
石
燃
料
の
高
騰
リ
ス
ク
の
回

避
　
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
や
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
石

炭
・
石
油
の
価
格
が
高
騰
し
て
お
り

化
石
燃
料
に
よ
る
発
電
は
リ
ス
ク
が

高
い
と
い
う
認
識
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　
再
エ
ネ
に
よ
る
電
力
比
率
が
高
ま

れ
ば
こ
の
よ
う
な
将
来
的
な
化
石
燃

料
の
高
騰
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

RE100
「Renewable Energy 100%」
脱炭素社会への第一歩へ



3─7月号

三
　
日
本
に
お
け
る
R
E
１
０
０

　
日
本
で
は
J
C
L
P
（
日
本
気
候

リ
ー
ダ
ー
ズ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
）

が
R
E
１
０
０
の
地
域
パ
ー
ト
ナ
ー

と
な
っ
て
い
て
、
各
企
業
は
J
C
L

P
を
窓
口
に
R
E
１
０
０
に
加
盟

し
て
い
ま
す
。
２
０
２
３
年
３
月
時

点
で
R
E
１
０
０
に
加
盟
す
る
日
本

企
業
は
78
社
で
、
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ

企
業
に
次
ぐ
数
で
す
。

◇
事
例
①
リ
コ
ー

　
リ
コ
ー
は
２
０
１
７
年
４
月
、
日

本
企
業
で
初
め
て
R
E
１
０
０
に
加

盟
し
、
２
０
３
０
年
度
に
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
率
を
50
％
と
す
る

目
標
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
２
０
２
２

年
の
二
酸
化
炭
素（
C
O
２
）排
出
量

を
２
０
１
５
年
度
か
ら
30
％
削
減
す

る
と
し
、
２
０
２
１
年
度
は
28
％
削

減
し
て
い
ま
す
。

◇
事
例
②
城
南
信
用
金
庫

　
世
界
的
に
は
金
融
関
係
の
企
業
が

多
い
の
に
対
し
、日
本
で
は
建
設
業
、

電
気
機
器
、
小
売
業
が
割
合
を
占
め

る
中
、
国
内
金
融
機
関
で
初
め
て

R
E
１
０
０
に
加
盟
し
た
の
が
城

南
信
用
金
庫
で
す
。
同
金
庫
で
は
、

本
店
・
支
店
で
使
用
す
る
電
力
の

98
％
を
２
０
１
９
年
か
ら
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
（
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
）

に
切
り
替
え
て
い
ま
す
。残
り
の
２
％

の
電
力
に
つ
い
て
は
、
国
が
運
営
す

る
「
J

－

ク
レ
ジ
ッ
ト
」
を
購
入
す

る
こ
と
で
C
O
２
を
オ
フ
セ
ッ
ト
し

事
業
で
使
用
さ
れ
る
電
力
は
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
実
質
１
０
０
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。

◇
事
例
③
イ
オ
ン
株
式
会
社

　
国
内
外
で
約
３
０
０
モ
ー
ル
、
総

合
ス
ー
パ
ー
約
６
３
０
店
舗
を
展
開

し
２
０
５
０
年
ま
で
に
店
舗
で
の

C
O
２
排
出
量
を
ゼ
ロ
に
す
る
目
標

を
掲
げ
、
具
体
的
な
取
り
組
み
と
し

て
は
太
陽
光
発
電
設
備
の
導
入
、
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
社
調
達
、

I
o
T
運
用
改
善
に
よ
る
C
O
２
削

減
な
ど
で
す
。

四
　「
R
E
１
０
０
」へ
の
加
盟
要
件

　
参
加
す
る
に
は
厳
し
い
要
件
が
あ

り
現
実
的
に
は
大
企
業
向
け
と
な
り

ま
す
。
J
C
L
P
の
主
な
要
件
は
、

次
の
通
り
で
す
。

⑴
　
消
費
電
力
量
が
年
間
１
０
０

G
W
h
以
上
で
あ
る
こ
と

※
　
現
在
、
日
本
企
業
は
50 

G
W

h
以
上
に
緩
和
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑵
　
自
社
事
業
で
使
用
す
る
電
力
の

１
０
０
％
再
エ
ネ
化
に
向
け
期
限

を
切
っ
た
目
標
を
設
定
し
、
公
表

す
る
こ
と

⑶
　
グ
ル
ー
プ
全
体
で
の
参
加
及
び

再
エ
ネ
化
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と

五
　
再
エ
ネ
１
０
０
宣
言

R
E 

A
c
t
i
o
n

　
R
E
１
０
０
は
大
企
業
向
け
で

あ
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
中
小
企

業
で
も
参
加
で
き
る
「
再
エ
ネ
１
０

０
宣
言
R
E 

A
c
t
i
o
n
（
ア
ー

ル
イ
ー
ア
ク
シ
ョ
ン
）
が
２
０
１
９

年
に
発
足
し
ま
し
た
。
再
エ
ネ
１
０

０
宣
言
R
E 

A
c
t
i
o
n
と
は
、

企
業
、
自
治
体
、
教
育
機
関
、
医
療

機
関
等
の
団
体
が
使
用
電
力
を
１
０

０
％
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
換

す
る
意
思
と
行
動
を
示
し
、
再
エ
ネ

１
０
０
％
利
用
を
促
進
す
る
新
た
な

枠
組
み
で
す
。
参
加
団
体
も
３
０
０

を
超
え
て
い
ま
す
。

★
参
加
要
件

　

　
①
遅
く
と
も
２
０
５
０
年
ま
で
に

使
用
電
力
を
１
０
０
％
再
エ
ネ
に
転

換
す
る
目
標
を
設
定
し
、
対
外
的
に

公
表
す
る
こ
と
、
②
再
エ
ネ
推
進
に

関
す
る
政
策
提
言
の
実
施
、
③
消
費

電
力
、
再
エ
ネ
率
等
の
進
捗
を
毎
年

報
告
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

★
参
加
費（
年
額
）等

　
企
業
の
従
業
員
数
に
よ
っ
て

２
万
５
０
０
０
円
か
ら
20
万
円
と

な
っ
て
お
り
、
特
典
と
し
て
は
再
エ

ネ
１
０
０
宣
言
R
E 

A
c
t
i
o

n
の
ロ
ゴ
の
利
用
（
W
E
B
サ
イ
ト

や
名
刺
、
会
社
案
内
等
で
の
P
R
可

能
）
や
具
体
的
な
再
エ
ネ
導
入
情
報

の
収
集
や
参
加
団
体
間
の
交
流
等
に

参
加
で
き
ま
す
。
交
流
の
場
が
あ
る

こ
と
で
大
企
業
と
取
引
で
き
る
ビ
ジ

ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
に
も
な
り
え
ま
す
。

　
企
業
は
「
R
E
１
０
０
」
あ
る
い

は「
再
エ
ネ
１
０
０
宣
言
R
E 

A
c

t
i
o
n
」
に
取
り
組
む
こ
と
で
企

業
価
値
を
高
め
、
更
に
は
E
S
G

投
資
の
呼
び
込
み
に
も
つ
な
が
り
、

競
争
優
位
を
創
出
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
戦
略
と
な
っ
て
い
ま
す
。
化
石

燃
料
の
継
続
的
な
調
達
に
対
す
る
リ

ス
ク
回
避
、
安
定
し
た
価
格
で
の
電

力
調
達
が
可
能
に
な
る
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
は
述
べ
た
と
お
り
で
す
が
投

資
家
や
消
費
者
と
い
っ
た
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
、
環
境
へ
の
取
り

組
み
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
年
々

高
ま
る
中
、
比
較
的
取
り
組
み
や
す

い
こ
れ
ら
の
宣
言
を
脱
炭
素
経
営
の

第
一
歩
と
し
て
踏
み
出
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。



7 月号─4

　
令
和
５
年
度
の
税
制
改
正
で
は
、

資
産
移
転
の
時
期
の
選
択
に
よ
り
中

立
的
な
税
制
を
構
築
す
る
た
め
、
相

続
税
と
贈
与
税
の
取
り
扱
い
が
見
直

さ
れ
ま
し
た
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

一

　相
続
前
贈
与
の
加
算

　
相
続
ま
た
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を

取
得
し
た
人
が
、
そ
の
相
続
の
開
始

前
３
年
以
内
に
、
相
続
の
対
象
と
な

る
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り
財
産

を
取
得
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の

価
格
が
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
相
続
税
の
課
税

価
格
に
加
算
さ
れ
た
贈
与
に
つ
い
て

贈
与
税
が
課
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

そ
の
贈
与
税
の
税
額
を
相
続
税
か
ら

控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
相
続
開

始
前
に
贈
与
が
あ
っ
た
場
合
に
相
続

税
の
課
税
価
格
へ
加
算
さ
れ
る
期
間

が
、
相
続
開
始
前
３
年
以
内
か
ら
７

年
以
内
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
加
算
期
間
が
延
長
さ
れ
た

部
分
（
相
続
の
開
始
前
３
年
以
内
に

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
以
外
の

財
産
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
財
産
の

価
格
の
合
計
額
か
ら
１
０
０
万
円
を

控
除
し
た
残
額
が
、
相
続
税
の
課
税

価
格
に
加
算
さ
れ
ま
す
（
図
１
参

照
）。

　
な
お
、
こ
の
改
正
は
令
和
６
年
１

月
１
日
以
後
の
贈
与
財
産
に
係
る
相

続
税
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
加

算
期
間
は
令
和
９
年
以
降
、
順
次
延

長
さ
れ
、
７
年
と
な
る
の
は
令
和
13

年
以
後
の
相
続
か
ら
で
す
。
令
和
６

年
以
後
の
相
続
か
ら
す
ぐ
に
７
年
前

ま
で
の
贈
与
が
加
算
さ
れ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

二

　相
続
時
精
算
課
税
の
見
直
し

　
相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
、
60
歳

以
上
の
父
母
や
祖
父
母
な
ど
か
ら
、

18
歳
以
上
の
子
や
孫
な
ど
に
対
し
て

資
産
を
贈
与
し
た
場
合
に
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。
こ
の
制

度
を
選
択
し
た
場
合
、
累
積
で

２
５
０
０
万
円
ま
で
は
贈
与
税
が
非

課
税
に
な
り
、
２
５
０
０
万
円
を
超

え
た
場
合
に
は
超
え
た
部
分
に
対
し

て
20
％
の
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択

す
る
と
、
選
択
し
た
後
の
贈
与
に
つ

い
て
は
す
べ
て
相
続
時
精
算
課
税
制

度
の
対
象
と
な
る
贈
与
者
の
相
続
財

産
に
加
算
し
て
相
続
税
の
計
算
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一
度

相
続
時
精
算
課
税
制
度
を
選
択
す
る

と
、
暦
年
贈
与
に
戻
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

　
従
来
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
に

よ
っ
て
贈
与
税
額
を
計
算
す
る
際
に

は
、
暦
年
贈
与
に
あ
る
１
１
０
万
円

の
基
礎
控
除
を
適
用
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
が
令
和
５

年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、
相
続
時
精

令和５年度税制改正
相続・贈与税
関係の見直し

財務省資料より

図２　改正後の相続時精算課税のイメージ

…
相続
財産

選択前の贈与
（暦年単位で課税）

精算課税選択後の贈与

精算課税を選択

 ・毎年、110 万円まで課税しない
 ・110 万円までの基礎控除部分は、相続財産に加算しない
 ・土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算

■■に相続税を一体的に課税

相続

図１　改正後の相続前贈与の加算のイメージ

…
それ以前の贈与

（暦年単位で課税）

財務省資料より

延長 4年間
の贈与

死亡前 3年以内
の贈与

■■に相続税を課税

相続

相続
財産

 ・加算期間を 7年間に延長
 ・延長 4年間に受けた贈与については総
額 100 万円まで相続財産に加算しない
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は
非
課
税
に
な
り
ま
す
。
こ
の
制
度

を
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
贈

与
税
の
非
課
税
制
度
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
選
択
し
た
場
合
、
契

約
期
間
中
に
贈
与
者
が
死
亡
し
た
場

合
、
非
課
税
と
さ
れ
た
金
額
か
ら
教

育
資
金
と
し
て
支
出
し
た
金
額
を
控

除
し
た
残
額
の
う
ち
一
定
の
金
額
に

つ
い
て
は
、
受
贈
者
が
23
歳
未
満
な

ど
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
人
の
場

合
を
除
き
、
相
続
財
産
に
加
算
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
今
回
の
改
正
で
、
贈
与
者
の
相
続

税
の
課
税
価
格
の
合
計
額
が
５
億
円

を
超
え
る
場
合
に
は
、
受
贈
者
の
年

齢
な
ど
に
関
わ
ら
ず
、
相
続
財
産
に

加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
は
、
受
贈

者
が
30
歳
に
達
す
る
な
ど
、
一
定
の

事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
契
約
が

終
了
し
ま
す
。
こ
の
と
き
残
額
に
対

し
て
、
従
来
は
特
例
税
率
に
よ
り
贈

与
税
が
課
税
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
回

の
改
正
で
、
一
般
税
率
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

四

　結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈

与
の
改
正

　
18
歳
以
上
50
歳
未
満
の
人
が
結

婚
・
子
育
て
資
金
に
充
て
る
た
め
、

算
課
税
制
度
に
お
い
て
も
、
暦
年
贈

与
の
基
礎
控
除
と
は
別
に
、
１
１
０

万
円
の
基
礎
控
除
が
設
け
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度

の
対
象
と
な
る
贈
与
者
の
相
続
税
の

計
算
の
際
に
は
、
１
１
０
万
円
の
基

礎
控
除
を
控
除
し
た
後
の
残
額
を
相

続
財
産
に
加
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た（
図
２
参
照
）。

　
こ
の
改
正
は
、
令
和
６
年
１
月
１

日
以
後
に
受
け
た
贈
与
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
相
続
時
精
算
課
税
で
贈
与
を

受
け
た
土
地
・
建
物
が
災
害
に
よ
り

一
定
以
上
の
被
害
を
受
け
た
場
合

は
、
相
続
時
に
そ
の
課
税
価
格
を
再

計
算
す
る
見
直
し
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

三

　教
育
資
金
の
一
括
贈
与
の
改
正

　
30
歳
未
満
の
人
が
教
育
資
金
に
充

て
る
た
め
、
金
融
機
関
な
ど
と
の
契

約
に
基
づ
き
、
直
系
尊
属
か
ら
①
信

託
受
益
権
な
ど
を
取
得
し
た
場
合
、

②
書
面
に
よ
る
贈
与
に
よ
り
取
得
し

た
金
銭
を
銀
行
な
ど
に
預
入
を
し
た

場
合
、
③
書
面
に
よ
る
贈
与
に
よ
り

取
得
し
た
金
銭
な
ど
に
よ
っ
て
証
券

会
社
な
ど
で
有
価
証
券
を
購
入
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
信
託
受
益
権
な
ど

の
価
額
の
う
ち
１
５
０
０
万
円
ま
で

金
融
機
関
な
ど
と
の
契
約
に
基
づ

き
、
直
系
尊
属
か
ら
①
信
託
受
益
権

な
ど
を
取
得
し
た
場
合
、
②
書
面
に

よ
る
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
金
銭
を

銀
行
な
ど
に
預
入
を
し
た
場
合
、
③

書
面
に
よ
る
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た

金
銭
な
ど
に
よ
っ
て
証
券
会
社
な
ど

で
有
価
証
券
を
購
入
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
信
託
受
益
権
な
ど
の
価
額

の
う
ち
１
０
０
０
万
円
ま
で
は
非
課

税
に
な
り
ま
す
。こ
の
制
度
を
結
婚
・

子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
贈

与
税
の
非
課
税
制
度
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
選
択
し
た
場
合
、
契

約
期
間
中
に
贈
与
者
が
死
亡
し
た
場

合
、
非
課
税
と
さ
れ
た
金
額
か
ら
結

婚
・
子
育
て
資
金
と
し
て
支
出
し
た

金
額
を
控
除
し
た
残
額
の
う
ち
一
定

の
金
額
に
つ
い
て
は
、
相
続
財
産
に

加
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与

は
、受
贈
者
が
50
歳
に
達
す
る
な
ど
、

一
定
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

契
約
が
終
了
し
ま
す
。

　
こ
の
と
き
残
額
に
対
し
て
、
従
来

は
特
例
税
率
に
よ
り
贈
与
税
が
課
税

さ
れ
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
、

一
般
税
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

表 1　教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与　新旧対照表
教育資金 結婚・子育て資金

旧 新 旧 新
非課税枠 1,500 万円 1,500 万円 1,000 万円 1,000 万円
適用期間 R5.3.31 まで R8.3.31 まで R5.3.31 まで R7.3.31 まで
受贈者 30歳未満 30歳未満 18歳以上 50歳未満 18歳以上 50歳未満

贈与者死亡時
23 歳以上のうち
一定の人は相続財
産に加算

相続税の課税価格
の合計額が 5億円
超の場合は、23
歳未満でも加算

残額は相続財産に
加算

残額は相続財産に
加算

契約終了時 特例税率を適用 一般税率を適用 特例税率を適用 一般税率を適用
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高
額
療
養
費
は
、
同
一
月
に

か
か
っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
に
、
一
定

の
金
額
（
自
己
負
担
限
度
額
）
を
超

え
た
分
が
後
で
払
い
戻
さ
れ
る
制
度

で
す
。

　
自
己
負
担
限
度
額
は
、
所
得
区
分

や
年
齢
に
よ
り
異
な
り
ま
す
（
次
頁

表
参
照
）。

　
手
続
き
方
法
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

　「
健
康
保
険
高
額
療
養
費
支

給
申
請
書
」
を
作
成
し
、
保
険

者
に
提
出
し
ま
す
（
協
会
け
ん
ぽ
の

場
合
、
都
道
府
県
の
各
支
部
に
郵
送

も
で
き
ま
す
）。
書
類
は
暦
月
単
位

で
作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
書
は
ど
こ
で
入
手
を
す

れ
ば
よ
い
で
す
か
。

　
協
会
け
ん
ぽ
の
場
合
は
、ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

が
で
き
ま
す
。
申
請
書
の
ほ
か
、
記

入
例
や
記
入
方
法
が
書
か
れ
た
手
引

き
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
健
康
保
険
組
合
の
場
合
は
、
職
場

の
健
康
保
険
等
を
担
当
す
る
部
門
ま

た
は
各
健
康
保
険
組
合
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
申
請
の
際
に
添
付
す
る
書
類

は
あ
り
ま
す
か
。

　
添
付
書
類
は
、
個
々
の
状
況

に
応
じ
て
異
な
り
ま
す
。
例
え

ば
、
自
己
負
担
限
度
額
の
所
得
区
分

（
後
述
）
が
低
所
得
者
に
該
当
す
る

場
合
は
「
非
課
税
証
明
書
」
を
求
め

ら
れ
ま
す
。

　
高
額
療
養
費
が
払
わ
れ
る
ま

で
に
は
ど
の
く
ら
い
の
期
間
が

か
か
り
ま
す
か
。

　
医
療
機
関
等
か
ら
提
出
さ
れ

る
診
療
報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ

ト
）の
審
査
を
経
て
行
い
ま
す
の
で
、

診
療
月
か
ら
３
か
月
以
上
か
か
り
ま

す
。

　
医
療
費
が
足
り
ま
せ
ん
。
補

助
制
度
は
あ
り
ま
す
か
。

　
高
額
療
養
費
支
給
見
込
額
の

８
割
相
当
額
を
無
利
子
で
貸
付

す
る
「
高
額
医
療
費
貸
付
制
度
」
が

あ
り
ま
す
。
高
額
療
養
費
の
支
給
を

行
う
と
き
に
、
貸
付
金
と
の
清
算
を

行
っ
た
上
で
、
残
金
は
指
定
さ
れ
た

金
融
機
関
に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

　
入
院
を
予
定
し
て
お
り
、
窓

口
で
支
払
う
金
額
が
高
く
な
り

そ
う
で
す
。
費
用
負
担
を
抑
え
る
方

法
は
あ
り
ま
す
か
。

　
医
療
費
が
高
額
に
な
る
こ
と

が
事
前
に
わ
か
っ
て
い
る
場
合

に
は
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の

発
行
手
続
き
を
し
、
窓
口
で
の
支
払

い
を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
と
ど

め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
70
歳
以
上
75
歳
未
満
で
所
得
区
分

（
次
頁
表
）
が
一
般
、
現
役
並
み
Ⅲ

の
方
は
「
高
齢
受
給
者
証
」
を
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
機
関
の
窓

口
負
担
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と

な
り
ま
す
。

二

　支
給
額
・
自
己
負
担
限
度
額

　
高
額
療
養
費
は
ど
の
よ
う
に

計
算
さ
れ
る
の
で
す
か
。

　
窓
口
で
負
担
し
た
金
額
の
う

ち
、
自
己
負
担
限
度
額
を
上
回

る
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

保
険
外
の
診
療
、食
事
代
、差
額
ベ
ッ

ド
代
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

　
被
扶
養
者
が
通
院
し
て
負
担

し
た
金
額
も
高
額
療
養
費
の
対

象
と
な
り
ま
す
か
。

　
は
い
。
被
扶
養
者
の
療
養
等

に
よ
る
も
の
も
対
象
に
な
り
ま

　
健
康
保
険
制
度
に
は
、
高
額
な
医

療
費
を
支
払
っ
た
と
き
に
、「
高
額

療
養
費
」
と
し
て
自
己
負
担
し
た
金

額
の
払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
こ
の
高
額

療
養
費
制
度
に
つ
い
て
Q
＆
A
形
式

で
解
説
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
、
健
康
保
険
の
保
険
者
（
医

療
保
険
制
度
の
運
営
者
）は
、「
協
会

け
ん
ぽ
」
と
「
健
康
保
険
組
合
」
の
２

種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
今

回
は
、
主
に
協
会
け
ん
ぽ
の
制
度
に

基
づ
い
て
記
載
し
て
い
ま
す
。
健
康

保
険
組
合
は
、
健
康
保
険
組
合
ご
と

に
手
続
き
や
給
付
内
容
（
例
え
ば
、

法
令
を
上
回
る
付
加
給
付
な
ど
）
が

異
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
各

健
康
保
険
組
合
の
案
内
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

一

　制
度
概
要

　
高
額
療
養
費
と
は
ど
の
よ
う

な
制
度
で
し
ょ
う
か
。

Q

QQ

Q

Q

Q

QQ

Q

AAA

AAA

AAA

高
額
な
医
療
費
を
支
払
っ
た
と
き

の
保
険
給
付
（
高
額
療
養
費
制
度
）
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す
。
自
己
負
担
額
は
世
帯
（
被
保
険

者
と
そ
の
被
扶
養
者
）
で
合
算
し
、

限
度
額
を
超
え
た
も
の
を
高
額
療
養

費
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。

　「
自
己
負
担
額
を
世
帯
で
合

算
す
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
し
ょ
う
か
。

　
70
歳
未
満
の
場
合
は
、
医
療

機
関
の
窓
口
ご
と
に
支
払
っ
た

自
己
負
担
額
（
１
か
月
分
）
を
計
算

し
、
２
万
１
０
０
０
円
以
上
の
も
の

を
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
同
じ
医
療
機
関
で
あ
っ
て
も
、

医
科
入
院
、
医
科
外
来
、
歯
科
入
院
、

歯
科
外
来
に
わ
け
て
計
算
す
る
こ
と

に
注
意
が
必
要
で
す
。

　
例
え
ば
、
同
一
病
院
へ
の
入
院
で

１
万
５
０
０
０
円
、
外
来
で
１
万
円

を
負
担
し
た
場
合
は
、
い
ず
れ
も

２
万
１
０
０
０
円
に
満
た
な
い
た
め

合
算
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
70
歳
以
上
の
場
合
、
２
万
１
０
０

０
円
以
上
の
要
件
は
な
く
、
自
己
負

担
額
を
す
べ
て
合
算
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
年
間
の
医
療
費
が
高
額
と
な

る
と
き
に
、
高
額
療
養
費
は
ど

の
よ
う
に
な
り
ま
す
か
。

　
同
一
世
帯
で
１
年
間
（
診
療

月
を
含
め
た
直
近
12
か
月
）
に

３
回
以
上
高
額
療
養
費

の
支
給
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
４
回
目
か
ら

は
自
己
負
担
限
度
額
が

変
わ
り
ま
す（
下
表「
多

数
該
当
」参
照
）。

　
そ
の
ほ
か
、
70
歳
以

上
75
歳
未
満
の
場
合
で

基
準
日
（
７
月
31
日
）

時
点
の
所
得
区
分
が
、

一
般
所
得
区
分
ま
た
は

低
所
得
区
分
に
該
当
す

る
と
き
は
、
前
年
８
月

１
日
〜
７
月
31
日
ま
で

の
う
ち
、
一
般
区
分
ま

た
は
低
所
得
区
分
で

あ
っ
た
月
の
１
年
間
の

外
来
療
養
の
自
己
負
担

限
度
額
の
合
計
が

14
万
４
０
０
０
円
を
超

え
た
場
合
に
、
そ
の
超

え
た
金
額
を
支
給
、
人

工
透
析
を
実
施
し
て
い

る
慢
性
腎
不
全
の
患
者

に
つ
い
て
、
自
己
負
担

の
限
度
額
を
１
万
円
に

す
る
等
の
制
度
も
あ
り

ま
す
。

QQA A

自己負担限度額　70歳未満
所得区分 自己負担限度額 多数該当

区分ア（標準報酬月額 83 万円以上） 252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）× 1％ 140,100 円
区分イ（標準報酬月額 53 万～ 79 万円） 167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）× 1％ 93,000 円
区分ウ（標準報酬月額 28 万～ 50 万円） 180,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）× 1％ 44,400 円
区分エ（標準報酬月額 26 万円以下） 157,600 円 44,400 円
区分オ（低所得者）
（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 135,400 円 24,600 円

自己負担限度額　70歳以上75歳未満

所得区分
自己負担限度額

外来（個人ごと） 外来・入院（世帯）

①
現
役
並
み
所
得
者

現役並みⅢ
（標準報酬月額83万円以上で高齢
受給者証の負担割合が3割の方）

252,600円+（総医療費－842,000円）×1％
［多数該当：140,100円］

現役並みⅡ
（標準報酬月額53万～79万円で高
齢受給者証の負担割合が3割の方）

167,400円+（総医療費－558,000円）×1％
［多数該当：93,000円］

現役並みⅠ
（標準報酬月額28万～50万円で高
齢受給者証の負担割合が3割の方）

80,100円+（総医療費－267,000円）×1％
［多数該当：44,400円］

②一般所得者
（①および③以外の方）

18,000円
（年間上限14.4万円）

57,600円
［多数該当：44,400円］

③低所得者
Ⅱ（※1）

8,000円
24,600円

Ⅰ（※2） 15,000円
※1：被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
※2：被保険者とその扶養家族全ての収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合
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　BNPL（Buy Now Pay Later）とは、今買っ
て後で払うことの略で主にクレジットカー
ド以外の後払いのサービスを指します。
　今や1990年代半ば以降に生まれたZ世
代の4人に1人は、BNPLを利用しています。
電話番号やメールアドレスを入力するだけ
で後払い決済ができるので、タイパ（タイ
ムパフォーマンス）を重視し、さらには、
マネパ（マネーパフォーマンス）を重視する
若年層に注目されています。
　マネパは自分が得たい体験やモノをどう
効率よく手に入れるかを賢く考え、お金の
管理にも効率性を求めています。アプリで
すぐに視覚的に何にいくら使ったのか確認
でき、使いすぎを防ぐために限度額を自由
に設定できるサービスなどが提供されてい
ます。
　BNPLの仕組みとしてはネットショップ
の購入画面で購入者がBNPLを決済方法と

して選択するとお金のやり取りなしに購入
手続きが完了します。
　その後、BNPL事業者が加盟店に決済手
数料を除く決済額を立替払いし、加盟店は
入金確認後、通常通り商品の発送作業に進
みます。購入者が後からBNPL事業者に代
金を支払います。指定された日までにコン
ビニで支払う、あるいは指定された銀行口
座に購入額を振り込むのが一般的で、手元
の現金が不足していても、またクレジット
カードを所有できない層でも、手数料がか
からず高額な商品でも分割して支払えるこ
とから人気を集めています。
　決済手数料を加盟店が負担する点は導入
する際に懸念されますが、若年層の需要に
応えるため、また今以上に幅広い利用者層
に拡げ客単価アップを狙うためには、今後
押さえておきたい決済方法です。今後、国
内で更に浸透させるには利用者保護にも取
り組む必要はありそうです。

「マネパ」求めてBNPL利用

　一般社団法人全国スーパーマーケット協
会が年1回発表している「スーパーマーケッ
ト白書」というものがあります。
　身近な存在であるスーパーで、それぞれ
の月にどんなものが売れたかというデータ
の他、来客数や客単価平均、クレジットカー
ドや電子マネーなど決済手段導入率、ポイ
ントカード導入率などもわかります。
　たとえば、コロナ禍の2020年には納豆
やキムチ、ヨーグルトなどの発酵食品が良
いのではないかということで売り上げが伸
び、2021年にはプロテインや麦芽飲料な
どがコロナ太りの影響で売れ、2022年は
記録的な猛暑によりアイスなど夏物商品が
特需、物価高による買上点数の減少、コロ
ナ禍が落ち着いたゆえの帰省客、旅行客の
増加などで惣菜系の売上アップなどと、キー
ワードが記されています。
　世の中の動向が反映されており、仕事に
役立つ情報があるかも？！
　一読をお勧めします。

スーパーマーケット白書　
7
月
の
行
事
と
い
え
ば
「
七
夕
」

で
す
ね
。

　
日
本
で
は
他
に
七
草
が
ゆ
や
七
福

神
詣
と
い
っ
た
「
7
」
が
縁
起
の
よ

い
幸
せ
な
数
字
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
7
と
い
え
ば
、
ラ
ッ
キ
ー
セ
ブ
ン

が
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
も
と
も
と

ア
メ
リ
カ
の
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
で
7

イ
ニ
ン
グ
目
の
攻
撃
を
意
味
し
ま
す
。

1
8
8
5
年
、
シ
カ
ゴ
・
ホ
ワ
イ

ト
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
ス
（
当
時
）
の
優

勝
が
か
か
っ
た
試
合
の
7
回
、
平
凡

な
フ
ラ
イ
が
風
に
乗
り
ホ
ー
ム
ラ
ン

と
な
り
、
こ
れ
が
決
め
手
で
優
勝
を

果
た
し
た
こ
と
か
ら
「
l
u
c
k
y 

s
e
v
e
n
t
h
」
と
表
現
し
た
こ

と
が
端
緒
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
、「
7
」
は
不
吉
な
数

字
と
さ
れ
、
そ
の
影
響
で
法
要
は
7

日
ご
と
だ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
日
本

独
自
の
7
に
対
す
る
価
値
観
を
大
切

に
日
常
生
活
に
縁
起
を
担
い
で
幸
せ

な
気
持
ち
に
脳
を
働
か
せ
る
の
も
い

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

7
に
ま
つ
わ
る
話

発行


